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（法務省人権擁護局の資料による）

ウ経済産業省では，産業界・経済界向けに「えせ同和行為対策セミナー」を開催する

とともに，えせ同和行為に関するリーフレットを作成し，配布した。

(7)同和問題をめぐる人権侵害事案に対する適切な対応

法務省の人権擁護機関では，同和問題をめぐる人権侵害事案に対し，人権相談及び人

権侵犯事件の調査・処理を通じ，その被害の救済及び予防を図っている。取り分け結婚

差別，差別発言等を人権擁護上看過できない事象として捉え，行為者や関係者に対して

人権尊重の意識を啓発することによって，自発的・自主的に人権侵害の事態を改善，停

止,回復させ,あるいは,将来再びそのような事態が発生しないよう注意を喚起している。

また，インターネット上で，不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で特定の地域

を同和地区であると指摘するなどの内容の情報を認知した場合は，その情報の削除をプ

ロバイダ等に要請するなど適切な対応に努めている。

(法務省人権擁護局の資料による）

アイヌの人々は，固有の言語や伝統的な儀式・祭事，多くの口承文学（ユーカラ）等，

独自の豊かな文化を持っているが，近世以降のいわゆる同化政策等により’今日では，そ

の文化の十分な保存・伝承が図られているとは言い難い状況にある。特に，アイヌ語を理

解し，アイヌの伝統等を担う人々の高齢化が進み，これらを次の世代に継承していく上で

の重要な基盤が失われつつある。

また，アイヌの人々に対する理解が十分ではないため，就職や結婚等における偏見や差

別が依然として存在している。

平成27年度の取組は，以下のとおりである。
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